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1. 商 品 名  積立定期預金  

 自由型 目標型 

2. 販売対象  個人 
法人・家業先 

3. 期   間  無期限 

 

6か月以上5年以下 

 

 

 

 

 

 

4. 預   入 

(1)積立方法 

  自動積立 

 

 

任意積立 

 

 次のいずれかの方法によります。 

 

Ａ．毎月一定額を自動積立（年 6 回まで、増額積立も可能）。 

Ｂ．年 6 回までの特定月に、一定金額を自動積立 

 

【自由型】自動積立のほかに、店頭、ＡＴＭ、インターネットバンキングなどで随

時お預入れできます。 

【目標型】自動積立のほかに、店頭、ＡＴＭなどで随時お預入れできます。 

(2) 元利金受取 

 口座の指定 
不要 

口座開設時に同一名義の口座を指定い

ただきます。 

(3) 預入条件 

預入金額 

 

預入単位 

 

作成する 

定期預金 

 

5,000円以上  

 

１円単位 

 

預入期間 3 年の定期預金預入明細を作

成します（※） 

【預入日から口座満期日までの期間が 2

年以内の場合】 

口座満期日までの定期預金預入明細（※）

を作成いたします。 

 

【預入日から口座満期日までの期間が 2

年を超える場合】 

預入日からおまとめ日までを満期日とす

る定期預金預入明細を作成します（※） 

ただし、預入日から次回おまとめ日まで

が１か月に満たない場合は次々回のおま

とめ日を満期日とする定期預金預入明細

を作成します。 

 （※）預入・継続時に、金額に応じて次の定期預金預入明細を作成します。 

  Ａ．3百万円未満：スーパー定期 

  Ｂ．3百万円以上：スーパー定期300 

5. 継続、おまとめ 

積立定期預金 1 預入明細の満期日ごと

に元利金を払出し、継続預入します。

この場合、満期日が同一の預入明細が

ある場合は、その元利金を合算し１つ

の積立定期預金明細とします。 

おまとめ日に、同日を満期日とする預

入明細をとりまとめの上、１つの定期

預金として、期間１年以上 2 年以内で

預入明細を作成し継続します。 

期間が 2 年超の場合、口座満期日か

ら遡り 1 年ごとの応答日をおまとめ

日とします。 
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6. 払戻方法 ― 

口座満期日に、ご指定いただいた口座

へ積立元利金を入金します。 

※元利金を受取口座へ入金した時点で

口座解約となります。 

 

7. 利   息 

(1) 適用利率 

 

  

 預入・継続時の店頭表示金利を、各預入明細の満期日まで適用します。最新の金

利は窓口・ホームページでご確認ください。 

(2) 利払頻度 

 

各預入明細の満期時に元金に組み込ま

れ支払われます。 

各預入明細の満期時に元金に組み込ま

れ支払われます。 

ただし、預入期間が 2 年の場合は預入

日の１年後応答日に中間払利息を計算

し、中間払利息で 1 つの預入明細を作

成します。 

(3) 計算方法 
 付利単位を１円とし、１年を３６５日

とした日割計算（半年複利） 

付利単位を１円とし、１年を３６５日と

した日割計算 

(4) 税   金 

20.315％［国税15.315％、地方税5％］

の分離課税・マル優 

法人：15.315％［国税15.315％］の法

人預金課税・非課税 

家業先：20.315％［国税15.315％、地

方税5％］の分離課税・マル優 

※国税の税率については、復興特別所得税が追加課税されることにより、平成 25

年（2013年）1月 1日から令和 19年（2037年）12月 31日までの間は15.315％と

なります。 

8. 手 数 料  な し 

9. 付加できる特約事 

項 

総合口座担保としての取り扱いがで

きます。 
― 

10.  中途解約時の

取り扱い 

【満期日前の口座解約】店頭のみでお取

り扱いいたします。中途解約利率は、各

定期預金毎に定めた中途解約利率によ

ります。 

【明細単位での中途解約】随時店頭また

はインターネットバンキングより可能

です。中途解約利率は、各定期預金毎に

定めた中途解約利率によります。 

 

いずれの場合も店頭では現払いが可能

です。 

店頭のみでお取り扱いいたします。 

中途解約利率は、各定期預金毎に定めた

中途解約利率によります。 

11. その他参考とな

る事項 

・有通帳・WEB（通帳不発行）口座い

ずれかを口座作成時にお選びいただ

くことができます。 

・インターネットバンキングから口座作

成の際はWEB（通帳不発行）口座で

の作成のみとなります。 

・店頭のみでの口座作成（有通帳）とな

ります。 

12． 当行が契約して 

いる指定紛争解決機関 

一般社団法人全国銀行協会 

 連絡先  一般社団法人全国銀行協会相談室 

 電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 

13． 預金保険制度 

 

本商品は預金保険の対象であり、他の対象商品と合算して、預金者 1人あたり元本

1,000万円までとその利息が保護されます。（全額保護の対象ではありません。） 

 


